
京 都 大 学 創 立 百 二 十 五 周 年 記 念 事 業 委 員 会 要 項 等 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

京都大学創立百二十五周年記念事業委員会

要項 

（平成２５年１２月１０日総長裁定） 

（前 略） 

第２ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1)～(7)  （略） 

(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教

育研究センター長、こころの未来研究センタ

ー長及び野生動物研究センター長のうちか

ら総長が指名するもの １名 

(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構

長、環境安全保健機構長、情報環境機構長、

図書館機構長、産官学連携本部長、オープン

イノベーション機構長及び国際戦略本部長 

 

(10)～(12) （略） 

 （中 略） 

第５ 委員会に、周年事業の具体的な企画及び実施

のため、幹事会を置く。 

２ （略） 

３ 幹事会に幹事長を置き、総務担当の理事をもっ

て充てる。 

（後 略） 

 

 

京都大学降任等審査委員会要項 

（平成２４年３月２８日総長裁定） 

（前 略） 

第７条 委員会に関する事務は、人事部人事企画課

において処理する。 

（後 略） 

 

 

京都大学国際教育委員会規程 

（平成２８年３月８日総長裁定） 

（前 略） 

第６条 委員会に関する事務は、教育推進・学生支

援部国際教育交流課において処理する。 

（後 略） 

 

 

京都大学総合専門業務室要項 

（平成２２年３月９日総長裁定） 

（前 略） 

第２ 総合専門業務室に、室長を置き、総務担当の

理事（以下「担当理事」という。）をもって充てる。 

２ （略） 

  

 

 

 

第２ 

 (1)～(7)   

(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教

育研究センター長、野生動物研究センター長

及びヒト行動進化研究センター長のうちから

総長が指名するもの １名 

(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構

長、学生総合支援機構長、環境安全保健機構

長、情報環境機構長、図書館機構長、産官学

連携本部長、オープンイノベーション機構長、

国際戦略本部長及び人と社会の未来研究院長 

(10)～(12) （同 左） 

 

第５  

 

２  

３ 幹事会に幹事長を置き、百二十五周年事業を担

当する理事をもって充てる。 

 

 

 

 

 

 

第７条 委員会に関する事務は、人事部人事・労務

課において処理する。 

 

 

 

 

 

 

第６条 委員会に関する事務は、国際・共通教育推

進部国際教育交流課において処理する。 

 

 

 

 

 

 

第２ 総合専門業務室に、室長を置き、人事担当の

理事（以下「担当理事」という。）をもって充てる。 

２ （同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

（中 略） 

第３ 総合専門業務室に、室員として、専任又は兼任

の首席専門業務職員、上席専門業務職員、主任専門

業務職員又は専門業務職員を置くことができる。 

２ 室員は、部局（各研究科、各附置研究所、附属図

書館、医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号。以下この項において「組織規程」とい

う。）第３章第７節から第１１節までに定める施設

等をいう。）をいい、組織規程第５６条第１項の部

局事務部等を含む。）、事務本部又は共通事務部に

おいて高度な知識・経験等を必要とする専門的業

務に従事する。 

（後 略） 

 

 

京都大学教室系技術職員に係る組織要項 

（平成３年１月２２日総長裁定） 

（前 略） 

（総合技術部委員会） 

第４ 総合技術部に、総合技術部委員会を置く。 

２ 総合技術部委員会は、次の各号に掲げる委員で

組織する。 

(1) 総務担当の理事 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

３～８  

（後 略） 

 

 

京都大学公印規程 

（昭和４２年３月３日総長裁定） 

（前 略） 

（公印の作成等） 

第３条 公印の作成、改刻又は廃止は、次条から第

６条までの規定により、次に掲げる公印の区分に

応じ、当該各号に掲げる者（以下「公印制定者」

という。）が行うものとする。 

(1)  

(2)  

(3) 事務本部の所掌に係る公印 当該部長が指定

する課長、プロボストオフィス室長、公正調査監

査室長又は不正防止実施本部事務室長 

(4)  

２  

（後 略） 

 

第３ （同 左） 

 

 

２ 室員は、部局（各研究科、各附置研究所、附属図

書館、医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号。以下この項において「組織規程」とい

う。）第３章第７節及び第８節並びに第９節から第

１１節までに定める施設等をいう。）をいい、組織

規程第５６条第１項の部局事務部等を含む。）、事

務本部又は共通事務部において高度な知識・経験

等を必要とする専門的業務に従事する。 

 

 

 

 

 

 

（総合技術部委員会） 

第４  

２  

 

(1) 人事担当の理事 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

３～８  

 

 

 

 

 

 

（公印の作成等） 

第３条  

 

 

 

(1)  

(2)  

(3) 事務本部の所掌に係る公印 当該部長が指定

する課長、プロボストオフィス室長、公正調査監

査室長又は不正防止実施本部事務・ＤＸ推進室長 

(4)  

２  

 

（略） （同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（略） 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

京都大学における研究資源アーカイブに関

する規程 

（平成２２年３月１６日総長裁定） 

（前 略） 

第３条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組

織する。 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法人

京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号）第３章第７節から第１１節までに定め

る施設等をいう。）をいう。以下同じ。）の長

（第２号及び第３号に掲げる者を除く。） 若

干名 

(6)  

２～４  

（後 略） 

 

 

京都大学名誉フェローの称号授与に関する

規程 

（平成２５年３月１９日総長裁定） 

（前 略） 

（推薦） 

第３条 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書

館、医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号）第３章第７節から第１１節まで（第４

７条に定める組織のうち図書館機構を除く。）に

定める施設等をいう。）の長は、名誉フェローの

称号を授与することが適当と認められる者を推

薦する場合は、理事又は副学長（当該推薦理由に

係る業務を担当する理事又は副学長をいう。以下

同じ。）に名誉フェロー称号授与候補者の推薦を

するものとし、当該理事又は副学長は、当該推薦

に基づき、総長及び理事で構成する会議において

名誉フェローの称号授与について発議する。 

 

２～４ （略） 

（後 略） 

 

 

京都大学における履修証明プログラムに関

する規程 

（平成２６年１月７日総長裁定） 

 

 

 

 

第３条  

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法人

京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号）第３章第７節及び第８節並びに第９節

から第１１節までに定める施設等をいう。）を

いう。以下同じ。）の長（第２号及び第３号に

掲げる者を除く。） 若干名 

(6)  

２～４  

 

 

 

 

 

 

 

（推薦） 

第３条 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書

館、医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号）第３章第７節及び第８節並びに第９節

から第１１節まで（第４７条に定める組織のうち

図書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

の長は、名誉フェローの称号を授与することが適

当と認められる者を推薦する場合は、理事又は副

学長（当該推薦理由に係る業務を担当する理事又

は副学長をいう。以下同じ。）に名誉フェロー称

号授与候補者の推薦をするものとし、当該理事又

は副学長は、当該推薦に基づき、総長及び理事で

構成する会議において名誉フェローの称号授与

について発議する。 

２～４ （同 左） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（開設） 

第３条 履修証明プログラムは、社会人等の学生以

外の者を対象として、体系的な知識、技術等の習

得を目指す課程とする。 

２ 履修証明プログラムは、部局（各研究科、各附

置研究所、医学部附属病院及び各センター等（国

立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

６年達示第１号）第３章第７節から第１１節まで

に定める施設等をいう。）をいう。以下同じ。）

又は複数の部局が共同して開設することができ

る。 

（後 略） 

 

 

京都大学基金を通じたクラウドファンディ

ングの実施に関する規程 

（令和３年７月１３日総長裁定） 

（前 略） 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

(1)～(5) （略） 

(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター等（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号）第３章第７節から第１１節までに定

める施設等をいう。）並びに事務本部をいう。 

 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学が実施する会議等に

おける飲食費支出基準 

（平成２５年３月１日総長裁定） 

（前 略） 

（支出手続） 

第５条 飲食費の支出を求める教職員（以下「実施責

任者」という。）は、会議等の開催前に飲食費支出

伺（様式１）を部局等（各研究科、各附置研究所、

附属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国

立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

６年達示第１号。以下「組織規程」という。）第３

章第７節から第１１節まで（第４７条第１項に定

める組織のうち図書館機構を除く。）に定める施設

等をいい、組織規程第５６条第１項の部局事務部

等を含む。）並びに事務本部の各部、プロボストオ

フィス、公正調査監査室、及び不正防止実施本部事

務室並びに各共通事務部をいう。）の長に提出する

 

（開設） 

第３条    （同 左） 

 

 

２ 履修証明プログラムは、部局（各研究科、各附

置研究所、医学部附属病院及び各センター等（国

立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

６年達示第１号）第３章第７節及び第８節並びに

第９節から第１１節までに定める施設等をい

う。）をいう。以下同じ。）又は複数の部局が共

同して開設することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条  

 

(1)～(5)  

(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター等（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達

示第１号）第３章第７節及び第８節並びに第９

節から第１１節までに定める施設等をいう。）

並びに事務本部をいう。 

 

 

 

 

 

 

（支出手続） 

第５条 飲食費の支出を求める教職員（以下「実施責

任者」という。）は、会議等の開催前に飲食費支出

伺（様式１）を部局等（各研究科、各附置研究所、

附属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国

立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

６年達示第１号。以下「組織規程」という。）第３

章第７節及び第８節並びに第９節から第１１節ま

で（第４７条第１項に定める組織のうち図書館機

構を除く。）に定める施設等をいい、組織規程第５

６条第１項の部局事務部等を含む。）並びに事務本

部の各部、プロボストオフィス、公正調査監査室、

及び不正防止実施本部事務・ＤＸ推進室並びに各

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

ものとする。ただし、会議等の開催前に飲食費支出

伺を提出できない特別の理由がある場合には、会

議等の終了後にその理由を付記した飲食費支出伺

を部局等の長に提出するものとする。 

 

２・３ （略） 

（後 略） 

 

 

京都大学における外国語コースを履修する外

国人留学生に係る授業料の免除に関する規程 

（平成２３年３月２８日総長裁定） 

（前 略） 

（事務） 

第８条 この規程に定める授業料の免除に関する

事務は、教育推進・学生支援部国際教育交流課に

おいて処理する。 

（後 略） 

 

 

京都大学における外国の政府、公的機関等が

実施する留学生制度による外国人留学生に

係る授業料の免除に関する規程 

（平成２５年１月３０日総長裁定） 

（前 略） 

（事務） 

第７条 この規程に定める授業料の免除に関する

事務は、教育推進・学生支援部国際教育交流課に

おいて処理する。 

（後 略） 

 

 

京都大学における留学生コースを履修する外

国人留学生に係る入学料の免除に関する規程 

（平成２７年６月２６日総長裁定） 

（前 略） 

（事務） 

第８条 この規程に定める入学料の免除に関する

事務は、教育推進・学生支援部国際教育交流課に

おいて処理する。 

（後 略） 

 

 

Kyoto University International 

Undergraduate Program により本学の学部学

生として入学する外国人留学生に係る授業料

及び入学料の免除に関する規程 

（平成３０年９月２６日総長裁定）

共通事務部をいう。）の長に提出するものとする。

ただし、会議等の開催前に飲食費支出伺を提出で

きない特別の理由がある場合には、会議等の終了

後にその理由を付記した飲食費支出伺を部局等の

長に提出するものとする。 

２・３ （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

（事務） 

第８条 この規程に定める授業料の免除に関する

事務は、国際・共通教育推進部において処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務） 

第７条 この規程に定める授業料の免除に関する

事務は、国際・共通教育推進部において処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務） 

第８条 この規程に定める入学料の免除に関する

事務は、国際・共通教育推進部において処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（運営） 

第７条 この規程に定める授業料及び入学料の免

除に関する事務は、国際高等教育院事務部におい

て行う。 

（後 略） 

 

 

Kyoto University International 

Undergraduate Program により本学の学部学

生として入学する外国人留学生に係る奨学金

に関する規程 

（平成３０年９月２６日総長裁定） 

（前 略） 

（運営） 

第１０条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に

関する事務は、国際高等教育院事務部において行

う。 

（後 略） 

 

 

Kyoto University International 

Undergraduate Program における予備教育科

目を履修するために国際高等教育院の聴講生

として入学する外国人留学生に係る奨学金に

関する規程 

（平成３０年９月２６日総長裁定） 

（前 略） 

（運営） 

第１０条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に

関する事務は、国際高等教育院事務部において行

う。 

 

（後 略） 

 

 

（運営） 

第７条 この規程に定める授業料及び入学料の免

除に関する事務は、国際・共通教育推進部留学生

支援課において行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営） 

第１０条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に

関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援

課において行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営） 

第１０条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に

関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援

課において行う。 

 

 

附 則 

 この要項は、令和４年４月１日から実施する。 

 


